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社会 ─解答と解説

【解　説】
1　日本の地理に関する問題
問１　 A2  理由

　北方領土はロシアが占
せん

領
りょう

している択
えと

捉
ろふ

島、国
くな

後
しり

島、色
しこ

丹
たん

島、歯
はぼ

舞
まい

群
ぐん

島
とう

を指し、日本政府は日本
固有の領土であるとして返

へん

還
かん

を要求しています。択捉島は面積が約3167km2、国後島は約
1489km2、色丹島は約248km2の島で、歯舞群島と合わせた合計では約5000km2となります。これ
は愛知県（5173km2）、福岡県（4987km2）とほぼ等しい面積です。北方領土を含

ふく

めた北海道の面
積は約83424km2、含めない場合は約78421km2です。

問２　 A1  知識

　石
いし

狩
かり

平
へい

野
や

にはかつては泥
でい

炭
たん

地
ち

と呼
よ

ばれる、水はけが悪く酸性が強いため作物ができない土地が
広がっていましたが、他から良質な土を入れて耕地を改良する客土を実

じっ

施
し

し、現在では北海道の
稲
いな

作
さく

の中心地となりました。

問３　 A2  比較

　北海道地方には水産加工業の盛
さか

んな根室市、釧
くし

路
ろ

市、小
お

樽
たる

市や、乳
にゅう

製
せい

品
ひん

の生産が盛んな札
さっ

幌
ぽろ

市
や帯広市などがあり、豊富な農水産物をいかした食料品工業が盛んです。アは九州地方、ウは瀬

せ

戸
と

内
うち

工業地域のある中国四国地方、エは中部地方のことです。

問４　 A2  知識  順序立てて筋道を捉える

　東北地方で岩手県に次いで面積の広い県は福島県で、13784km2あります。１万km2以上の面積
のある県は全国で６県ありますが、そのうちの半分が東北地方の県です。

問５　 A1  知識

　やませは、夏に東北地方の太平洋側などに北東から吹
ふ

く低温多
た

湿
しつ

な風で、海に面した平野など
に濃

のう

霧
む

などを発生させるため、吹き続けると冷害の原因となります。東北地方だけでなく、北海
道地方や関東地方の太平洋側にも吹くことがあります。やませが吹くと特に岩手県と青森県が大
きな被

ひ

害
がい

を受けることがあります。

問６　 B1  特徴的な部分に注目する  置き換え  比較  

　人口増加率が唯
ゆい

一
いつ

＋となっているｂが東京都、昼夜間人口比率が100％以下（これは昼間人口
の方が夜間人口を下回っている、すなわち他都県に昼間は移動している人口が多いことを意味し
ます）のａを千葉県、残ったｃを群馬県と判定します。

問７　 A3  具体・抽象  分類

　阿
あ

武
ぶ

隈
くま

川は那
な

須
す

岳
だけ

付近に発し、福島県の郡
こおり

山
やま

盆
ぼん

地
ち

や福島盆地を流れて宮城県の岩
いわ

沼
ぬま

市付近で太
平洋に注ぐ全長約239kmの川です。
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問８　 A1  知識

　ヒートアイランド現象は都市内部の気温が人工熱などの影
えい

響
きょう

で周辺地域よりも高温となる現象
のことで、エアコンの室外機や舗

ほ

装
そう

に使われるアスファルトから出される熱や、緑地の減少、大
気汚

お

染
せん

に伴
ともな

う温室効果ガスなどが原因となっています。

問９　 B1  置き換え  比較  特徴的な部分に注目する

　京都府舞
まい

鶴
づる

市と三重県尾
お

鷲
わせ

市の間には丹
たん

波
ば

高地や紀
き

伊
い

山地があります。そのためたて軸
じく

の目
め

盛
も

りが一番大きくなっているアを選びます。イは北海道帯広市と根室市、ウは群馬県高
たか

崎
さき

市と千葉
県銚

ちょう

子
し

市、エは鳥取県鳥取市と岡山県岡山市を結んだ断面図です。グラフを読み取るときはたて
軸と横軸の数

すう

値
ち

を最初に確
かく

認
にん

しましょう。

問10　 A3  具体・抽象  比較

　淀
よど

川は琵
び

琶
わ

湖
こ

を水
すい

源
げん

としていて、大阪平野を流れ大阪湾
わん

に注ぐ、全長約75kmの川です。淀川の
水は大阪府内の生活・工業用水として利用されています。淀川は宇

う

治
じ

川、桂
かつら

川、木
き

津
づ

川が合流し
たあとの名前で、河口には大阪市があります。アは熊本県を流れる球

く

磨
ま

川、ウは関東地方を流れ
る利

と

根
ね

川、エは高知県、徳島県を流れる吉
よし

野
の

川のことです。

問11　 A2  分類

　明治日本の産業革
かく

命
めい

遺
い

産
さん

は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、山口県、岩手県、静
岡県に登録遺産があります。近

きん

畿
き

地方にはありません。姫
ひめ

路
じ

城
じょう

は兵庫県姫路市に、百舌鳥・古市
古
こ

墳
ふん

群
ぐん

は大阪府に、紀伊山地の霊
れい

場
じょう

と参
さん

詣
けい

道
どう

は三重県、奈良県、和歌山県に登録遺産があります。

問12　 B1  置き換え  特徴的な部分に注目する  理由

　長崎県は五島列島や壱
い

岐
き

、対馬など有人無人合わせて971の島があり、これは都道府県別では
第１位です。また入り組んだ海岸線の島も多く、そのため海岸線が長くなっています。

問13　 B1  置き換え  具体・抽象  比較

　九州地方の豚
ぶた

の産出額は2056億円で、豚の品目別合計6619億円の約31.06％を占
し

めています。
アは正しくは約20.96％、ウは正しくは21.46％、エは正しくは関東地方ではなく九州地方です。

2　日本の歴史に関する問題
問１　 A2  置き換え

　Ⅰの大老は江
え

戸
ど

幕
ばく

府
ふ

の臨
りん

時
じ

の最高の役職で、酒井、土井、井伊、堀田の10万石以上の譜
ふ

代
だい

大名
から選任されました。1638年から10人ほどが任命されました。Ⅱの老中は常に置かれている役職
としては最高職で、２万５千石以上の譜代大名の中から４～５名選ばれました。月ごとに交代し
て町

まち

奉
ぶ

行
ぎょう

や勘
かん

定
じょう

奉
ぶ

行
ぎょう

、大目付などを統
とう

括
かつ

しました。
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問２　 A1  知識  

　関
せき

ヶ
が

原
はら

の戦い以前から徳川氏に従
したが

っていた大名を譜代大名といいます。譜代大名は与
あた

えられた
石高は多くありませんでしたが、老中や若

わか

年
どし

寄
より

といった江戸幕府の要職につきました。江戸末期
で約150家ありました。

問３　 B2  特徴的な部分に注目する  視点を変える  理由  推論

　江戸幕府は大名を統制する制度として、参
さん

勤
きん

交
こう

代
たい

を1635年に武
ぶ

家
け

諸
しょ

法
はっ

度
と

に加えました。これに
より大名は江戸と領地を原則１年交代で往復すること、妻子は江戸に住むことなどが定められ、
この結果大名・藩

はん

の財政は非常に窮
きゅう

乏
ぼう

することになりました。『出入捷
しょう

覧
らん

』は松江藩の74年間の
財政の推

すい

移
い

を年次別に整理したもので、藩
はん

政
せい

時代の財政資料として第一級のものとされています。

問４
（１）　 A2  分類  
　オランダや清はキリスト教を布教しなかったので、貿易することを認

みと

められていました。オラ
ンダは1609年に平戸に商館を設けましたが、1641年に長崎の出島に江戸幕府により移されました。
欧
おう

米
べい

諸
しょ

国
こく

の中で開国までの期間、江戸幕府から貿易を許可されていたのはオランダだけです。清
の船は1635年に来航地を長崎のみに制限されましたが、来航は禁止されませんでした。居住地は
1688年以

い

降
こう

、長崎の唐
とう

人
じん

屋
や

敷
しき

に限定されました。朝
ちょう

鮮
せん

とは朝鮮通信使による交流が行われていま
した。

（２）　 A2  理由  比較
　鎖

さ

国
こく

を行った目的は、貿易の利益や外国の情報を幕府が独
どく

占
せん

すること、キリスト教禁止を徹
てっ

底
てい

することで、1641年に完成し、1854年の日米和親条約締
てい

結
けつ

まで続けられました。

問５　 A1  比較

　江戸時代には農業技術も大きく進歩して、新しい農具が登場しました。とうみは中国から伝え
られたもみ殻

がら

やごみなどを除
じょ

去
きょ

するための農具で、昭和時代に入っても使用されていました。踏
車は灌

かん

漑
がい

のための、備中ぐわは耕
こう

耘
うん

のための、千石通しは穀
こく

粒
つぶ

の大小を選別するための農具です。

問６　 A2  具体・抽象  比較

　公
く

事
じ

方
かた

御
お

定
さだめ

書
がき

は1742年に完成した、裁
さい

判
ばん

や刑
けい

の基準などを定めた法で大
おお

岡
おか

忠
ただ

相
すけ

らによって編さ
んされました。アは寛

かん

政
せい

の改
かい

革
かく

、イ・ウは天保の改革の内容です。

問７
（１）　 A2  置き換え  分類
　中山道は江戸と現在の滋賀県の草

くさ

津
つ

を結ぶ街道で、67の宿場がありました。東海道は江戸と京
都を、日光道中は江戸と日光を、甲

こう

州
しゅう

道中は江戸と現在の長野県の下
しも

諏
す

訪
わ

を結ぶ街道です。
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（２）　 A2  比較
　大

おお

井
い

川や安倍川など大きな川には、江戸防衛を目的として橋が架
か

けられていませんでした。川
を渡

わた

る場合は人足のかつぐ蓮
れん

台
だい

などに乗ったり、肩
かた

車
ぐるま

などで渡ったりしました。そのため苦労が
多く「箱根八里は馬でも越

こ

すが、越すに越されぬ大井川」などと詠
うた

われました。飛
ひ

脚
きゃく

は手紙や小
荷物などを運ぶ業者で、継

つぎ

飛
ひ

脚
きゃく

、大名飛脚、町飛脚がありました。宿場は２～３里ごとに置かれ
宿
しゅく

泊
はく

や荷物の継
けい

送
そう

などの業務を行いました。人質である大名の妻子が江戸を密
ひそ

かに抜
ぬ

け出
で

ること
（＝出女）を、箱根、栗

くり

橋
はし

などに設けた関所で厳
きび

しく監
かん

視
し

しました。

問８　 B1  置き換え  比較

　打ちこわしは町人などが米商人や金
きん

融
ゆう

業者などを襲
おそ

って家屋や家財を破
は

壊
かい

する行動で、1780年
頃
ごろ

から多発しました。ええじゃないかは1867年秋から冬にかけて東海道周辺や近畿地方などでみ
られた民

みん

衆
しゅう

の乱
らん

舞
ぶ

、米
こめ

騒
そう

動
どう

は1918年に富山県から全国に広がった米価の引き下げ、安売りを要求
した暴動、小作争議は1921年以降増加した小作人が小作料の減

げん

免
めん

などを要求した争いです。

問９　 B1  置き換え  比較

　1792年にロシアのラクスマンが、大黒屋光太夫らの漂
ひょう

流
りゅう

民
みん

を伴
ともな

って根室に来航しました。同じ
くロシアのレザノフは1804年に長崎に来航しました。両者とも貿易を求めて来航しましたが、い
ずれも幕府に拒

きょ

否
ひ

されました。プチャーチンは1853年に長崎に来航し条約締結を要求したロシア
艦
かん

隊
たい

の司令長官、ハリスは1856年に初代アメリカ駐
ちゅう

日
にち

総領事として来日し、1858年に日米修好通
商条約を結んだ人物です。

問10　 B1  置き換え  比較

　日本の生糸は良質だったため、幕
ばく

末
まつ

期
き

の貿易で最も重要な輸出品となっていました。通商条約
が結ばれた後、外国人は居留地と呼ばれる一定の地域に居住し貿易に従

じゅう

事
じ

することが認められま
した。最初の居留地は長崎、横

よこ

浜
はま

に設けられ、後に各地に広がっていきました。

問11　 A2  比較

　薩英戦争は生麦事件の報復のためイギリス艦隊が鹿児島に来航し、薩
さつ

摩
ま

藩
はん

と交戦したものです。
双
そう

方
ほう

とも損害が大きく、薩摩藩は攘
じょう

夷
い

の無
む

謀
ぼう

を理解し、講和後薩摩藩とイギリスは接近していく
ことになりました。1862年に起きた生麦事件は、薩摩藩の大名行列を横切ろうとしたイギリス人
を薩摩藩士が殺

さっ

傷
しょう

した事件です。1884年に起きた秩
ちち

父
ぶ

事件は、困
こん

窮
きゅう

した農民が困
こん

民
みん

党
とう

を組織し蜂
ほう

起
き

した事件、江
こう

華
か

島
とう

事件は1875年に日本が江華島で朝
ちょう

鮮
せん

と交戦し一部を占
せん

領
りょう

した事件、下関砲
ほう

撃
げき

事件は1864年にイギリス、フランス、アメリカ、オランダ四か国の艦隊が長州藩の下関砲
ほう

台
だい

を攻
こう

撃
げき

し占領した事件です。

問12　 A1  知識  

　薩
さっ

長
ちょう

同
どう

盟
めい

は1866年に土佐藩の坂
さか

本
もと

龍
りょう

馬
ま

らの斡
あっ

旋
せん

により、薩摩藩の西
さい

郷
ごう

隆
たか

盛
もり

、長州藩の木
き

戸
ど

孝
たか

允
よし
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らの間で結ばれました。高
たか

杉
すぎ

晋
しん

作
さく

は長州藩出身で奇
き

兵
へい

隊
たい

を創
そう

設
せつ

しました。勝
かつ

海
かい

舟
しゅう

は幕
ばく

臣
しん

、大久保
利通は薩摩藩出身です。

問13　 A3  視点を変える  置き換え  比較

　 源
みなもとの

頼
より

朝
とも

が実質上幕府を開いたのが1185年、大
たい

政
せい

奉
ほう

還
かん

で徳
とく

川
がわ

慶
よし

喜
のぶ

が政
せい

権
けん

を朝
ちょう

廷
てい

に返
へん

還
かん

したのが
1867年ですから、おおよそ700年間続いたことになります。

問14　 A2  順序立てて筋道を捉える

　新
あら

井
い

白
はく

石
せき

が正徳の治と呼ばれる政治を行ったのが1708年から1716年の間、新選組が京都の警
けい

備
び

にあたったのが1866年前後、シャムの日本町で山田長政が活
かつ

躍
やく

したのが1612年頃～ 1630年、伊
い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

の『大
だい

日
に

本
ほん

沿
えん

海
かい

輿
よ

地
ち

全
ぜん

図
ず

』が完成したのは1821年（この時伊能忠敬はすでに死
し

亡
ぼう

していま
した）、田

た

沼
ぬま

意
おき

次
つぐ

が老中となったのは1772年ですので、ウ→ア→オ→エ→イの順になります。江
戸幕府の発行した、海外への渡

と

航
こう

を許可する朱
しゅ

印
いん

状
じょう

を持って行った貿易を朱
しゅ

印
いん

船
せん

貿易といい、こ
の貿易に従

じゅう

事
じ

した日本人がシャム（現在のタイ）のアユタヤや、安南（現在のベトナム）のツー
ランなどに築いた町を日本町といいます。アユタヤの日本町には1500人ほどが居住していました。

3　日本の内閣と司法に関する問題
問１　 A1  知識

　日本国憲
けん

法
ぽう

（以下憲法）第66条で、内閣は、行
ぎょう

政
せい

権
けん

の行使について、国会に対して連帯して責
任を負うことが定められています。国会の信任のもとに内閣がつくられるしくみとなっていて、
これが議院内閣制です。

問２　 A2  比較

　憲法第68条で内閣総理大臣は国務大臣を任命すること、国務大臣の過半数を国会議員の中から
選ばなければならないことが定められています。国務大臣は原則14名以内と定められていますが、
万博担

たん

当
とう

大臣など特例法により追加されることもあり、2023年７月時点では19名の国務大臣がい
ました。

問３　 A1  知識  

　職業軍人でない人を文民といい、国務大臣は文民でなければならないと定められています。日
本の内閣の解

かい

釈
しゃく

では現職の自衛官以外の人とされていますが、過去に職業軍人であった人は、文
民ではないという意見もあります。

問４　 A2  比較

　内閣が意思決定を行うための非公開の会議を閣
かく

議
ぎ

といい、内閣総理大臣が主
しゅ

宰
さい

し国務大臣全員
が出席して行われます。原則として全会一

いっ

致
ち

で決定することになっています。閣議の内容は内閣
官
かん

房
ぼう

長官より発表されます。
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問５
（１）　 A1  比較
　天

てん

皇
のう

の国事行
こう

為
い

については憲法第３条で、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助
言と承

しょう

認
にん

を必要とし、内閣が、その責任を負う。」と定められています。

（２）　 A2  比較
　最

さい

高
こう

裁
さい

判
ばん

所
しょ

長官の指名・任命については、憲法第６条に「天皇は、内閣の指名に基づいて、最
高裁判所の長たる裁

さい

判
ばん

官
かん

を任命する。」と定められています。それ以外の裁判官については憲法
第79条、第80条で定められています。

問６　 A1  知識

　内閣が憲法及
およ

び法
ほう

律
りつ

の規定を実
じっ

施
し

するために制定できるのは政令です。政令や条例はいずれも
法律の範

はん

囲
い

内
ない

でのみ制定することが認
みと

められています。

問７　 A2  比較

　内閣が総辞職しなければならない時については、憲法第69条、第70条で定められています。イ
については憲法で定められていません。

問８　 A1  知識  

　司法権の独立を守るため裁判官は憲法第76条で自らの良心の他には、憲法と法律以外の何もの
にも拘

こう

束
そく

されないことが定められています。

問９　 A2  比較

　裁判官は、司法権の独立を守るため、憲法第78条、第79条などでその身分が保
ほ

障
しょう

されています。
ウについては定められていません。

問10　 A1  知識

　日本国憲法第82条で、裁判を公開で行う原則が定められていますが、少年の刑
けい

事
じ

事件や家庭内
の争いごとなどを裁

さば

く家庭裁判所でのみ、個人のプライバシーに配
はい

慮
りょ

する必要から裁判は原則非
公開となります。

問11　 A1  知識   

　違
い

憲
けん

立
りっ

法
ぽう

審
しん

査
さ

権
けん

（違憲法令審査権・違憲審査権）については、日本国憲法第81条で定められて
いて、その最終的な判断をする権

けん

利
り

が最高裁判所に認められているため「憲法の番人」などと呼
ばれることもあります。
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問12
（１）　 B1  置き換え

　第
だい

一
いっ

審
しん

を不服として第二審を求めることを控
こう

訴
そ

、第二審を不服として第三審を求めることを上
告といいます。起

き

訴
そ

は刑事訴
そ

訟
しょう

で検察官が裁判所に公
こう

訴
そ

を提起すること、原告は民事訴訟や行政
訴訟で訴

うった

えを起こした当事者のことです。

（２）　 B2  視点を変える  理由  推論

　三審制は法的な判定を慎
しん

重
ちょう

に下すことによって、国民の基本的人
じん

権
けん

を守ろうとする制度です。

問13　 A1  知識  

　刑法上の事件を扱
あつか

う刑事裁判では国家が訴
そ

追
つい

するという原則から、検察官だけが訴追を行うこ
とができるようになっています。

問14　 A2  比較  

　裁判員制度は、国民の司法への参加のためにつくられた制度です。裁判員は18歳
さい

以上の選挙権
のある人の中からくじで選出されます。地方裁判所で開かれる刑事裁判の第一審のみに参加し、
被
ひ

告
こく

人
にん

が有罪か無罪か、有罪の場合は量
りょう

刑
けい

までを裁判員６名、裁判官３名で決定します。最高裁
判所は2011年11月に裁判員制度は憲法に違

い

反
はん

しないという判断を示していますが、裁判員を自由
に拒

きょ

否
ひ

できるようにして欲
ほ

しい、裁判員の責任が重すぎるので改
かい

善
ぜん

して欲しい、などの意見も出
されています。

（記述問題の採点について）
・�明らかな誤字・脱字がある場合…－１点

3 問12（２）

・�「守る」と「慎重」の２つの語句が使用されていない

場合…不正解
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